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（ 要 旨 ） 

  高すぎる国民健康保険料を引き下げるために、豊かな新宿区の財政より、法定外の繰

り入れをおこない１人１万円の引き下げを新宿区に求めます。 

 

（ 理 由 ） 

新型コロナ感染症が拡大し、１年１０ヶ月が過ぎようとしています。今、政府は経済

政策で５５．７兆円とする方針を打ち出し、その主な内容は所得制限を設けて１８歳ま

での子育てをする世帯に対して１人１０万円の給付金の支給や、中小零細事業者に向け

た最大２５０万円の支援金対策が講じられようとしています。 

社会保障関係では厚生労働省は少子化対策の一環として子育て世帯の負担軽減を図

るとし、２０２２年度から未就学児の国民健康保険料の均等割を半額にすることをよう

やく決めました。一歩前進し大変喜んでいます。しかし、子育てに係る費用は年齢が上

がるほどかかります。子育て世帯や中小零細事業者に向けた支援策は不十分ながらも進

められつつあります。しかし国保加入全世帯に対しての支援策は一層求められ、新型コ

ロナ災害対策と位置づけて取り組みをおこなう必要もあります。 

国民健康保険では、加入している世帯全員の赤ちゃんから７５歳未満の高齢者まで均

等割が課せられます。新宿区の場合、子どもの均等割は１人当たり年間５２，０００円

と高く、７割減額されても１５，６００円と子どもの貧困対策にも子育て支援にも逆行

しています。扶養家族も保険料を払う仕組みは他の社会保険ではほとんどありません。

新宿区の２０２０年度末の全基金残高は約６０７億円で、前年度末と比べ３０．５億円

増えました。 

負担が重過ぎる国民健康保険料の引き下げは急務です。新宿区国民健康保険特別会計

の歳入部分の新宿区一般会計繰入金への割合を、国保加入者１人当たり１万円に該当す

る金額を繰り入れ、高すぎる国民健康保険料の負担を軽減するようお願いします。 

 

 


